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監査の概要

１ 監査の種類

地方自治法第２５２条の３７第１項に基づく包括外部監査

２ 選定した特定の事件（テ一マ）

（１）監査対象

テ一マⅠ：文化の森総合公園文化施設の管理運営

テ一マⅡ：滞留債権と偶発債務及びオフバランス債権の管理と

今後の改善策

（２）監査の対象とした期間

平成１６年度とし，必要に応じて遡及した。

３ 監査を実施した期間

平成１７年６月１５日から平成１８年３月１７日

４ 監査従事者

（１）包括外部監査人

弁 護 士 松尾 敬次

（２）包括外部監査人の事務を補助した者

弁 護 士 上地 大三郎

公認会計士 工藤 誠介

公認会計士 藤原 晃

５ 利害関係

包括外部監査人及び補助者は，いずれも監査の対象とした事件について地方自治

法第２５２条の２９に定める利害関係を有していない。


